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　空室は、賃貸オーナーにとって悩みの種です。家賃収入
がなく維持費だけがかかるため、早期入居を望むのは当
然です。ただ近年、その意味が変わり始めています。
　国の災害時住宅対策の調査では、民間賃貸住宅が「災
害時の住まい」として重要な役割を担うよう運用体制の
整備が求められています。国や自治体は、南海トラフ地震
や首都直下地震を見据え、不動産団体との協定、契約条
件の整理、供給可能な住宅の把握、事務処理体制の整備
などを平時から進める必要性を打ち出しました。
　つまり、「災害時に空いていれば借りる住宅」から、「被
災者の生活再建を支える受け皿として、あらかじめ住ま
い確保策に組み込まれる住宅」へと位置づけが変わりつ
つあるのです。
　実際に能登半島地震
では、被災者が自ら探して
一般の賃貸住宅へ入居し
た後に、行政による賃貸
契約へ切り替えるケース
も多く見られました。現場
では迅速な住まい確保の
ため賃貸住宅が重要な受
け皿になりました。
　また、避難所生活の長
期化を防ぐうえで、既存の
賃貸住宅が果たす役割の大きさが認識されています。
　もちろん善意だけで済む話ではありません。行政が決
める家賃設定には上限が設けられる場合があり、契約条
件や原状回復、退去後の修繕負担など、オーナーとして確
認しておきたい実務上の論点もあります。一方で、行政と
の契約という安心感はあり、空室活用につながる可能性
もあります。
　人口減少が進む中、空室は、負担やリスクとして語られ
がちです。しかし、災害大国である日本では、その部屋が
いつか誰かの生活再建を支える場所になることを見逃し
てはいけません。
　国の調査からも、賃貸住宅が普段は入居者の暮らしを
支え、有事には地域の生活基盤を支える存在になること
が認識されています。賃貸オーナーの存在は、今後も見直
されていくでしょう。

　マンションの火災保険に異変が起き始めています。保
険に入りたくても、これまで通りに入れないマンションが
出始めているのです。ここ数年、火災保険料は右肩上がり
で上昇しています。しかし、問題は保険料の上昇にとどま
りません。保険更新時に「希望する補償内容では引き受
けてもらえない」「補償範囲を削らなければ契約できな
い」「複数社に断られた」といったケースが話題になり始
めています。異変が起きているのは、主に分譲マンション
の管理現場です。特に築年数の古いマンションや水害リ
スクの高い地域ではこうしたケースが増加しており、報道
でも取り上げられ始めました。マンション管理にとって火
災保険は、漏水事故や自然災害に対応するうえで欠かせ
ない存在です。その保険が十分に確保できなければ、マン
ション管理や修繕計画そのものにも影響しかねません。
　背景にあるのは、災害の激甚化です。大型台風、線状降
水帯による豪雨、水害、雪害などが相次ぎ、損害保険会社
の保険金支払いは増加しています。火災保険分野では長
年赤字が続いているとも言われ、保険会社側も採算悪化
に直面しています。その結果、保険料の値上げだけでなく
引受条件の厳格化や補償内容の見直しが進んでいます。
　災害増加と保険会社の採算悪化という構造的な問題
のため、この流れは分譲マンションだけの話では済まない
可能性があります。今後、築古物件や木造物件を中心に、
賃貸住宅でも保険料の上昇、補償範囲の見直し、引受条
件の厳格化が広がる可能性があります。
　対応策としては、免責金額の見直し、不要な特約の整
理、立地ごとの災害リスクを踏まえた補償内容の最適化
などが考えられます。火災保険は「入っていて当たり前」の
時代から、「どう備えるかを考える時代」へ変わり始めて
います。分譲マンションで顕在化した問題は、数年後の賃
貸住宅の姿かもしれません。
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認知症によるオーナーの判断能力低
下は、賃貸経営の「資産凍結」に直結
します。成年後見制度の限界を補い、
機動的な管理や売却を可能にする
「家族信託」のリアルな実務と防衛策
を弁護士が解説します。

　賃貸借契約の締結・更新、大規模修繕の発注、物件の売却
はいずれも法律行為です。そして、「意思能力」（自己の行為の
法的意味を理解する能力）を欠く者がした法律行為は民法
上無効とされます。
　このため、意思能力を失えば、配偶者や子であっても代わ
りに契約することは原則できず、いわゆる資産凍結状態に陥
ります。

　認知症発症後の手段としては法定後見制度がありますが、
賃貸経営の継続手段としては大きな限界があります。
　まず、ご自宅や過去に居住していた建物など居住用不動産
の処分（売却・賃貸・抵当権設定等）には家庭裁判所の許可
が必要であり、許可手続のため数か月を要し機動的な売却が
困難となるうえ、不許可リスクを嫌って買い手から敬遠され
るおそれもあります。
　自宅ではない収益物件の売却は家裁の許可の対象外です
が、後見制度は財産を減らさない、「現状維持」が基本であり、
空室対策のための大規模修繕、建替え、借入を伴う再投資、
相続税対策としての生前贈与・法人化等の積極的な経営判
断や投資が事実上行えません。また、専門職の後見人が選任
された場合には、その報酬の負担も生じます。

 家族信託とは、財産の所有者（委託者）が信頼できる家族
（受託者）に財産の管理・運用・処分の権限を託す仕組みで
す（信託法）。元気なうちに物件の名義（形式的な所有権）を
受託者である子へ移転し、管理・処分権限を託しておけば、そ
の後認知症を発症しても、信託契約で定めた権限の範囲内で、

受託者が契約当事者として賃貸借契約の締結・更新、修繕、
さらには物件売却まで行うことが可能になります。
　賃料収入は受益者である父に帰属し、生活費・介護費の原
資も確保できます。後見制度との最大の違いは、家裁の関与
がなく機動的に動ける柔軟性にあります。もっとも、既存ロー
ンがある物件では、金融機関の事前承諾が必要となる場合
があるため、信託契約の設計段階から金融機関を交えて確
認しておくことが重要です。

　家族信託は、委託者と受託者の間で信託契約（公正証書
による作成が推奨されます）を締結することで始まります。賃
貸不動産を信託する場合には、契約書の作成に加え、信託登
記、家賃収入を分別管理する口座の準備、既存ローンがある
場合の金融機関協議など、実務上の手続きも必要になります。
　また、受託者への権限集中に対する他の相続人の不信感
が生じるような場合、将来、遺留分や残余財産の帰属、他の
相続人との公平感をめぐる紛争の火種となりがちです。こうし
た紛争予防の観点から、信託契約の設計段階で弁護士が関
与するだけでなく、信託開始後も、弁護士が第三者の立場で
受託者の違法行為や不正を監視・監督する信託監督人に就
任したり、あるいはオーナー様の判断能力低下後にその権利
をしっかり守って代行する受益者代理人に就任したりするこ
とで、管理の透明性を担保し、他の親族の不信感を和らげる
設計が実務上有効です。
　信託契約は委託者
に意思能力があるう
ちにしか締結できま
せん。お元気なうちの
ご検討が肝要です。
　なお、不動産信託に
は税法上の留意点も
あるため、設計にあ
たっては税理士等の
専門家とも緊密に連
携することが重要です。

弁護士 北村亮典　　＊この記事は、2026年5月31日時点の法令等に基づいて書かれています。　
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家族信託という選択肢

家族信託を利用するためには

私（70代）は都内でアパート2棟を所有し
ています。知人のオーナーが認知症を発症
し、修繕も新規の募集契約もストップして
しまったと聞き不安です。長男に賃貸経営
を引き継がせる準備として、今のうちに打
てる手はないでしょうか。

判断能力低下後 元気なうちに契約

あり 原則なし

修繕・売却・再投資は慎重 契約範囲内で柔軟に
対応しやすい
受益者に帰属本人のために管理

財産保護を優先したい場合 経営継続・承継準備を
重視する場合

向いている
場面

賃料収入

賃貸経営の
柔軟性

家裁の関与

利用開始
比較項目 成年後見制度 家族信託

※公正証書での
　作成が推奨

信託する財産を決める❶
対象物件・預金・家賃収入の扱いを整理する

信託契約を作成する❷
委託者・受託者・受益者、権限の範囲を決める

信託登記を行う❸
不動産の名義を受託者へ移す

家賃収入の管理口座を準備❹
信託財産と個人財産を分けて管理

金融機関と協議する❺
既存ローンがある場合は事前確認が必要

家族信託 5つの実務ステップ

ご相談

なぜ あの大家は
築古でも黒字なのか？

　購入から十数年、突如として手残りが急減する恐怖の
分岐点、それが「デッドクロス」です。
　減価償却の終了によって、帳簿上の経費が消え、収入は
同じなのに税金だけが跳ね上がる構造的リスクです。
「まだ先の話」と油断していると黒字倒産状態に陥るこの
危機に対し、安定経営を続ける多くのオーナーが実践す
る有効な防衛策が、自身で設立した資産管理法人へ物件
を売却し、減価償却費を「再設計」する手法です。
　今回は、出口戦略としても機能するこの法人間売買ス
キームの実務と、税務上の注意点をプロの視点から紐解
きます。

　木造やRC造の物件は、年数の経過により帳簿上の建物
価値が下がり、利益を相殺していた減価償却費が減少し
ます。結果としてオーナー個人の所得税・住民税の負担が
大きく膨らんでしまいます。
　この状況において個人から資産管理法人へ物件を移転
（売買）させることで、法人が取得した建物部分の取得価
額をベースに、法人資産として改めて減価償却費を計上す
ることが可能になります。現在の市場価格を踏まえた適正
な時価で売却することにより、法人側の課税所得を平準
化し、長期的なキャッシュフロー改善に繋がります。

　ただし、身内間の取引だからと恣意的に売買価格を決め
てはなりません。税負担を不当に減少させる取引とみなさ
れれば、同族会社等の行為計算否認や、時価との差額に対
する課税などにより、追徴課税を受ける可能性があります。
リスクを抑える鍵は「客観的な適正時価と按分の証明」で
す。実務上は不動産会社による正式な査定書を複数社か
ら取得し、資産規模が大きい物件では不動産鑑定士によ
る鑑定評価書で妥当性を担保します。 また、売買総額だけ
でなく「土地・建物価格の按分」にも合理性が必要です。減

価償却できるのは建物
のみであるため、建物を
不自然に高く設定する
ことは避けねばなりませ
ん。法人が実際に購入
資金を用意するなど、財
布を明確に分ける管理・
資金決済の実体も不可
欠です。

　本スキームには「売買に伴う一時コスト」が発生します。
法人側には登録免許税や不動産取得税が課され、個人側
には売却益に対する譲渡所得税（長期譲渡の場合は復興
特別所得税を合わせ約20.315%）が発生します。
実行の判断基準は、下記の数式が成り立つか否かです。

　個人の所得税率が高いオーナー様の場合、一時的なコ
ストを支払ってでも、税負担の平準化につながる法人側で
再償却をスタートさせた方が、トータルの手残りがプラス
になるケースもあります。なお、建物のみを法人に売却して
土地の移転コストを節約する場合は、個人・法人間での土
地利用関係や地代設定、無償返還届出の要否などを慎重
に整理する必要があります。

　デッドクロスは、物件の構造や残債によって「いつ、どの
規模で襲ってくるか」を事前に予測できます。
「そろそろ10年経つけど、この先も維持できるのか？」
「今の家賃収入が10年後、20年後どうなるの？」など、気
になったら、解決のヒントを見つける第一歩として、減価償
却の残り期間をチェックし、信頼できる専門家にあなたの
物件の最適な賃貸経営を導き出してもらうことをおすすめ
します。
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 個人から法人への売買における減価償却の仕組み

税務上の否認リスクを避けるための
　　　　　　　　　　適正時価と按分の設定

 移転コストと所得税の「損益分岐点」を試算する

資産管理法人へ移すと、減価償却を再設計できる

減価償却費が
小さい

税負担が重い

手残りが悪化

資産管理法人が取得
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個人保有の築古物件
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法人が購入資金を用意し
決済記録を残す
口座・帳簿・契約を
分けて管理する

身内間売買の望ましい対応
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移転時にかかる一時コスト

登録免許税

不動産取得税

譲渡所得税
司法書士・
税理士費用など

法人移転後に期待できる効果

減価償却費の再計上

税負担の平準化

毎年の手残り改善

長期的なCF改善
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